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内神田南部地区の特性

所在地 東京都千代田区内神田一丁目、二丁目各地内

地域地区 商業地域、防火地域、駐車場整備地区

区域面積 約3.2ha

指定容積率 800%

指定建蔽率 80%

■地区の位置

・本地区は、北側は幹線道路、南側は日本橋川に面する、東西に細長く広がった地区

である。

・本地区は、住宅・商業・業務の機能が混在する神田エリアの南端に位置しており、

大手町エリアとの境界に位置している。

・複数路線が乗り入れる、神田駅および地下鉄大手町駅の中間に位置している。

■土地利用

・本地区は、江戸期には鎌倉河岸とよばれる公共的なオープンスペースであった経緯

から、神田エリアとしては敷地規模が大きく、区有地を含め、公共所有の土地建物

が多い。

・地区内のほとんどの建物が築40年を超えており、更新時期を迎えている。

■地区の概要

【位置図】

【土地利用の状況】
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内神田南部地区のまちづくりの検討

■内神田南部地区まちづくりの経緯

2017.11.17 第1回勉強会

2018. 2.14 第2回勉強会

2018. 3.20 第3回勉強会

2018.10.30 第4回勉強会

2019. 2. 8 第5回勉強会

2019. 3.26 第6回勉強会

2019. 8. 6 第7回勉強会

2019.10.21 第8回勉強会

■都市計画内容

・地区計画策定

 まちの将来像をもとに

地区全体のまちづくり

方針を記載

 具体的な建替え計画を

検討している街区に地

区整備計画を策定

■まちの将来像（検討状況）
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神田エリア・大手町エリアのネットワークの連携不足

歩行者空間の魅力不足

まちの賑わいの不足

みどり、広場・オープンスペースの不足

区スポーツ施設以外は、単一で閉鎖的なまちの機能

建物裏手に隠れた水辺空間

水際空間の魅力不足
（水際のみどり、オープンスペースの不足）

空間的調和に欠ける街並み

＜本地区の課題＞
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①神田エリアの回遊性向上

②神田エリアの新たな魅力創出

③魅力ある水辺空間の創出

まちの将来像＜まちづくりの方針＞

・人道橋や受け地の広場整備などによって、大手町エリアの骨格的な歩行者動線に接続する
交通結節点を形成する

・ネットワークの起点として、日本橋川沿いの動線強化とあわせ、神田エリア全体の回遊性
を高める

・神田エリアと大手町エリアの結節点として、人･モノ･情報の連携を高める「交流の場」づ
くりを進める

・神田エリアの個性ある魅力を発信するとともに、地域の新たな活力を創出するための拠点
を形成する

・公共施設等と連携した防災船着場の整備など、地域防災力の強化を図る

・地域冷暖房施設の導入を図るとともに、地区内のエネルギーネットワーク形成を図る

・建物の更新にあわせて、水辺に向けた顔づくり、水の存在を感じられるオープンスペース
等の空間づくりを図る

・緑化の工夫を積極的に進め、神田エリアの憩いの場となる水辺空間として、大手町川端緑
道とも連携して日本橋川の再生に寄与する

【まちの将来像（イメージ）】



内神田南部地区地区計画（素案）の概要

・地区施設の配置及び規模

【広場１号】 ：面積約1,000㎡（新設・人道橋受け地の機能を有する広場とし、

人道橋の一部及びこれに付随する施設、賑わい施設、

ピロティ下約200㎡を含む）

【広場２号】 ：面積約300㎡（新設・親水機能を有する広場とし、船着場への桟橋の

一部及びこれに付随する施設、賑わい施設を含む）

【歩道状空地１号】：幅員約2m 延長約120m（新設）

項目 主な内容

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置の制限を
超えて建築してはならない。
ただし、歩行者の快適性及び安全性を高めるため、ひさしその他これらに

類するものを設ける場合の当該部分にあってはこの限りではない。

建築物等の
高さの最高限度

130ｍ
ただし、階段室、昇降機等その他これらに類する建築物の屋上部分、目隠

し、装飾等を目的とする工作物その他これに類する工作物等も建築物等の高
さに含める。

建築物等の形態又は色
彩その他の意匠の制限

建築物等の形態及び意匠については、良好な都市景観及び日本橋川に面し
た水辺景観の形成に資するものとする。

・建築物等に関する事項

■今後の予定

令和元年12月10日（本日） 千代田区都市計画審議会（報告）

令和元年12月～２月 地区計画【素案】の説明会・公告・縦覧（２週間）

意見書の提出（３週間）

令和２年２月 地区計画【案】の公告・縦覧（２週間）

意見書の提出（２週間）

令和２年４月～５月 千代田区都市計画審議会（審議）

令和２年５月 都市計画決定・告示

■計画図
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■地区整備計画

・地区整備計画の範囲：Ａ－１地区のみ

（地区整備計画の範囲）
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